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未来を語り 未来を創り 未来に残す。 

                                     

企業繁栄のアドバイザー 

日本の農産物高くても買いましょう。それは日本の自然環境と生命、
健康等を守ることです。（日本の農産物を高く買う国民運動連盟）   

企業の継続は資金繰りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 熊本地震の前、建設業は仕事がなく厳しい経営でしたが、平成 28 年 4 月 14

日・16 日の熊本地震により、その後建設業は災害特需で仕事が増加して生き返

ることができました。企業を何とかして継続しておれば必ずいい日が来るもの

です。今回の新型コロナウイルスでは、すべての国民が、いや世界中の人々が

見えない敵に対して我慢して耐えていくしかないと思います。自粛することに

よって経済的には相当厳しいものがあります。経営者に取りましては資金繰り

が大変だろうと推測します。政府も新型コロナ対策で色々と資金手当てを支援

していますのでそれを活用してください。わからないときは担当者に電話下さ

い。お手伝いいたしますので宜しくお願いします。企業は黒字であっても資金

が不足すれば倒産します。これを黒字倒産といいます。逆に赤字であっても資

金が続いていくならば倒産はしません。 

(例)①1年間の借入金の返済500万円≧200万円
当 期 利 益

＋200万円
減 価 償 却

＝400万円 

→100万円の資金不足となり、黒字倒産。 

②1年間の借入金の返済500万円≦△200万円
当 期 利 益

＋700万円
減 価 償 却

＝500万円 

→赤字でもお金は廻っていきます。 

新型コロナウイルスはすべての業種に影響が出ています。とにかく生き延びて

ください。借入金は借入できるならば借りられるだけ借入してください。そし

て少しずつ返済するようにしてください。2～3 年後のことは誰にもわかりませ

ん。唯々努力して生き延びることです。この機会に経営のやり方を見直すこと

も重要です。テレワークや働き方改革、飲み会のやり方、3密（密閉、密集、密

接）防止の会合、セミナーのやり方、宅配の活用、病気の場合の病院の行き方、

旅行の宿泊等すべてが変わるのではないでしょうか。石炭→ガソリン→電気

へ・映画館→テレビ→スマホへ時代とともに変わりますが、スペイン風邪のよ

うに大きく世界が変わっていったように新型コロナウイルスも変えていくでし

ょう。ただただ戦争にならないことを祈っています。 

◎そして人生の生き方です。暗くなる考え方はやめて明るく生きることです。 

七悪の言葉×      ⇒     七福の言葉へ〇 

１.だめだ     ６.大嫌い 

２.つらい     ７.ついてない 

３.つかれた 

４.やめよう 

５.どうせ無理だ 

１.ありがとう   ６.大好き 

２.愛してる    ７.ついている 

３.うれしい 

４.たのしい 

５.しあわせ 

 

 

【制度内容】 感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に

対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業

全般に広く使える給付金。 

【給付額】上限：中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円 
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限 

 ■売上減少分の計算方法 

 前年の総売上(事業収入)－(前年同月比▲50％月の売上×12ヶ月) 

【要件】 

⑴ 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月

比で 50％以上減少している。 ⑵ 2019 年以前から事業により事業収

入（売上）を得ており、今後も事業を継続する意思がある。⑶ 法人の

場合は、①資本金の額または出資の総額が10億円未満、又は、②上記

の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業

者。※2019年に創業・売上が一定期間に偏在している方は特例有り。 

【申請期間】 

  令和2年5月1日から令和3年1月15日まで 

【申請方法】電子申請 （自分のスマホからでも出来ます♪） 

①持続化給付金ホームページへアクセス 

持続化給付金      （http://jizokuka-kyufu.jp） 

 ②申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力［仮登録］ 

 ③入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して、 

  [本登録］へ 

 ④ID・パスワードを入力すると[マイページ]が作成されます 

   基本情報   売上額   口座情報  を入力 

 

 

 

 ⑤必要書類を添付 
 
≪申請内容を証明する書類等 ～スマホでの撮影可～≫ 

法 人 個 人 事 業 

①2019年の確定申告書の控え（1枚） 

★確定申告書別表一の控えには収受日付印

が押印されていること。 

★電子申告の場合「受信通知」を添付 

②法人事業概況説明書控え（両面） 

③売上減少となった月の売上台帳写し

(2020年〇月と明確に記載されている） 

④口座通帳の写し 

 法人名義又は法人の代表者名義も可 

①2019年分の確定申告書第一表の控え 

(1 枚)・所得税青色申告決算書の控え

（2枚） 

★確定申告書別表一の控えには収受日付

印が押印されていること 

★電子申告の場合「受信通知」を添付 

②対象月の月間事業収入がわかるもの 

（2020年〇月と明確に記載されている) 

③その他事務局が必要と認める書類 

④口座通帳の写し～申請者本人名義～ 

⑤本人確認書類  

住所・氏名・明瞭な顔写真のあるもの 

※白色申告の場合は「所得税青色申告

決算書」の控えは不要。 

 

 

持続化給付金は個人・法人を問わず、農林漁業者も対象となります。 

※法人については、農事組合法人等の会社以外の法人も対象 

給付上限額、及び申請必要書類は、他業種の持続化給付金（左記）と同

一ですが、“個人の農業者”については、対象となる要件、及び給付額

の計算方法が下記のとおり異なります。 

【農業者（個人）の適用要件】 

2020年1～12月のいずれかのひと月の事業収入が、2019年の平均月収

（申告書に記載されている年間事業収入を12で割った額）の50％以下 

【農業者（個人）の給付額計算方法】 

給付額＝2019年の年間事業収入－（申請対象とする月の収入×12か月） 

（上限：100万円） 

また、申請方法について、農林漁業者については個人・法人を問わず、

パソコン、スマホの他、対面での申請窓口も全国で設置される予定です。

（影響の大きい地域では、農協も準備ができ次第、申請支援を行う予定） 

＜持続化給付金事業コールセンター＞  ０１２０-１１５-５７０ 

受付時間：8：30～19：00（5・6月は毎日、7～12月は土曜を除く月曜～日曜） 

 

 

 
 
【熊本県】（https://j-net21.smrj.go.jp/support/kumamoto.html） 
「熊本県休業要請協力金」 
  金額：1事業者当たり一律10万円    受付期限：6月30日(火) 
  趣旨：令和2年4月22日（正当な理由により25日）～5月6日まで

すべてにわたって休業をしたもの 
「令和2年度くまもと型小規模事業者経営発展支援事業補助金」 
  金額：上限額200万円       受付期限：6月24日(水) 必着 
  趣旨：政策上の観点から、新型コロナウイルス感染症により経営上

の影響を受けながらも販路開拓等に取り組む事業者及び事業
承継に取り組む事業者への重点的な支援 

 
【鹿児島県】（https://j-net21.smrj.go.jp/support/kagoshima.html） 
「鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策休業等協力金」 
 金額：中小企業20万円・個人事業主：10万円  受付期限：6月30日(火) 
 概要：令和2年4月25日～令和2年5月6日まで全てにわたって休業

等にご協力いただいた方。食事提供事業は通常の営業時間が夜8
時を超えている店舗が、今回の要請に応じて営業時間の短縮（朝
5時から夜8時まで、酒類提供は夜7時まで）又は休業を行った
場合 

 
「鹿児島県事業継続支援金」      受付期限：6月30日(火) 
  金額：1か月間の売上が90％以上減少：最大20万円 
     80％以上90％未満減少：最大10万円（注） 
(注)上限:昨年1年間の売上からの減少分－国の持続化給付金の額 

企業の継続は生き延びること。生きておれば必ずいい日が来る。 

持 続 化 給 付 金 の 申 請 方 法 農 林 漁 業 者 向 け 持 続 化 給 付 金 

自 治 体 の 支 援 策 

     法人(個人事業者等)の 
基本事項と、ご連絡先 

入力すると、 
申請金額を 
自動計算!! 

【通帳の写し】を 
アップロード 



令和２年６月１日発行 第４２７号（２１６号） 

 

 未来を語り 未来を創り 未来に残す。  

                                

  
日本の農産物高くても買いましょう。それは日本の自然環境と生命、
健康等を守ることです。（日本の農産物を高く買う国民運動連盟）   

製作・発行：税 理 士 法 人  未 来 税 務 会 計 事 務 所 

      〒862-0933 熊本県熊本市東区小峯 1-1-106 

      Tel：096-368-2030 ／ Fax：096-368-4639 

      http://www.mirai-town.net/ 

チラシ配布希望者は

担当者まで♪ 

企業の継続は資金繰りである。 

 
 
 
 

4/1-6/30の緊急対応期間中に限り、以下の拡充がなされました。 
 
① 一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を 10/10 に
引き上げ 
・中小企業であり、解雇等を行わず雇用を維持している場合 
・新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき都道府県対策本部
長が行う要請により、休業または営業時間の短縮を求められた対
象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っ
ていること 

・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること 
① 労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること 
② 上限額(8,330円）以上の休業手当を支払っていること 

 
② 休業手当の支払い率 60%超の部分の助成率を特例的に 10/10 に

引き上げ  
 
また雇用調整助成金の申請方式に「雇用調整助成金オンライン受付
システム」が加わりました。（R2.5.20～） 

 

 
 

 年に1度、労働保険料を納付する手続きを年度更新と言います。 

労働保険には、雇用保険・労災保険・一般拠出金が含まれています。 

この3つの保険それぞれに保険料率という係数が定められており、 

従業員の1年分の給与に3つの保険料率をかけて算出された額が労

働保険料となります。 

令和２年度の労働保険の年度更新期間は、従来の6月1日（月）

～7月10日（金）から新型コロナウイルスの影響を踏まえ6月1日

（月）～8月31日（月）まで延長されることとなりました。 

 また、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入

に相当の減少があった事業主は、申請により、労働保険料等の納付

を1年間猶予することができますので、ご活用下さいませ。 

 

猶予の要件 

以下のいずれも満たす事業主の方が対象となります。 

① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の

期間（1 ヶ月以上）において、事業に係る収入が前年同期に比

べておおむね20％以上減少していること。 

② ①により、一時に納付を行うことが困難であること 

③ 申請書が提出されていること 

猶予対象となる労働保険料等 

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する 

労働保険料等が対象となります。 

 

 

 

被保険者が実際に受ける給料などの報酬は、昇給や手当の支給

などにより変動します。そうすると、実際に受ける報酬がすでに

決められている標準報酬月額と大きくかけ離れてしまうことがあ

ります。それを毎年1回定期的に届け出て見直すために「定時決

定（算定基礎届）」が行われます。 

事業主は対象者の報酬月額等を記入した算定基礎届を、原則と

して毎年7月1日から10日までの間に日本年金機構または健康保

険組合に提出する必要があります。決定し直された標準報酬月額

は、原則1年間(9 月～翌年8月まで)は固定され、納める保険料

額の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となっていきます。

算定基礎届の届出用紙は、毎年6月中旬から6月下旬までの間に

管轄の年金事務所もしくは健康保険組合から事前に送付されます。 

 

 

 
 

当事務所では、相続・事業承継に関す

る様々な疑問にお答えするために、個

別相談会を開催致します。 

日 時：令和2年6月17日(水) 

11：00～16：00の中での1時間 

※上記の時間帯は先着順での受付となる

ため、ご希望の時間帯に沿えない場合がございます。予めご了承ください。              

※電話相談は正確なアドバイスができませんので、一切行っておりません。

この機会に是非ご参加下さいませ。 

 

 

当事務所お客様限定にて、ソリマチ製品ご使用中の疑問等、なんでも

“無料” かつ“個別対応”でお答えします。※先着制 

日時：令和2年6月6日(土) 

場所：未来税務会計事務所3階会議室 

時間：①10：00～11：00 ②14：00～15：00   

メールでの申込となりますのでご注意ください！！ 

申込先：mirai2030-ide@memoad.jp 担当：出(イデ) 

 

 

 

 

 

 

 

今月も無料個別相談会を開催します！ 

労働保険料等の申告・納付期限が延長されました。 

社 会 保 険 の 算 定 基 礎 届 に つ い て 雇用調整助成金の拡充 ～ 前 月 号 以 降 の 更 新 ～ 
 企業シリーズ２７８ 

 

 

 

㈲吉水農園 

当社は、阿蘇の麓、益城町、⻄原村、阿蘇市にて飲料可能な
地下水で生産を賄った、多品目の農産物を通年生産しており、
量販店、ネット通販、生協、外食産業などさまざまな用途に応
じた農産物を北海道から沖縄まで全国に供給しています。 

こだわりの⻄洋野菜からオーガニック野菜などお客様の要
望のご相談も承っております。 
 

〜“産直クラブ”共同出荷生産者様の募集のお知らせ〜 

当社は、熊本県内のマックスバリュ 13 店舗の当社直営の 
産直コーナーで、地元の生産者様と共に野菜や果物を出品して
います。 

対象店舗拡大に伴い、現在、出品する生産者様を募集してい
ます。 

自信をもって育てた新鮮な旬の野菜を、早く・美味しい状態
でお買い求めいただきたいと思います。 

出品してみたいと思われる生産者様には詳しい内容をご紹
介いたしますので、是非ご連絡ください。 

 
【お問い合わせ】 

住 所：〒８６１−２２０２ 
 熊本県上益城郡益城町田原２１２ 

電話番号：   ０９６−２８６−２１１８ 

社 会 保 険 の 算 定 基 礎 届 に つ い て 

ソリマチ会計王・給料王 なんでも無料相談会 


